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 令 和 ６ 年 第 ２ 回 伊 佐 市 議 会 定 例 会 の 開 会 に あ た り 、 報

告 第 １ 号 か ら 報 告 第 ３ 号 ま で に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 

 ま ず 、 報 告 第 １ 号 「 令 和 ５ 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 予 算 継

続 費 繰 越 計 算 書 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

本 件 に つ き ま し て は 、 新 庁 舎 建 設 事 業 の 令 和 ５ 年 度 の

執 行 残 額 １ 億 5,8 9 0万 円 を 令 和 ６ 年 度 に 繰 り 越 し ま し た の

で 、 地 方 自 治 法 施 行 令 第 145条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 繰 越 計

算 書 を 調 製 し 、 こ こ に 報 告 す る も の で あ り ま す 。  

 

 

 次 に 、 報 告 第 ２ 号 「 令 和 ５ 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 予 算 繰

越 明 許 費 繰 越 計 算 書 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 新 庁 舎 建 設 事 業 ほ か 23事 業 の 総

額 10億 9,0 2 9万 ８ 千 円 の う ち ７ 億 7,7 3 3万 ２ 千 円 を 令 和 ６

年 度 に 繰 り 越 し ま し た の で 、 地 方 自 治 法 施 行 令 第 146条 第

２ 項 の 規 定 に よ り 繰 越 計 算 書 を 調 製 し 、 こ こ に 報 告 す る

も の で あ り ま す 。  

 

 

次 に 、 報 告 第 ３ 号 「 菱 刈 泉 熱 開 発 有 限 会 社 経 営 状 況 」

に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 第 29期 事 業 報 告 書 の １ ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。 当 期

の 概 要 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  
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 令 和 ６ 年 ３ 月 末 の 給 湯 先 件 数 は 、 昨 年 度 同 様 15件 で す

が 、 給 湯 量 は 、 １ 件 の 廃 業 に よ り 、 昨 年 度 比 較 で 90リ ッ

ト ル 減 の 毎 分 635リ ッ ト ル で あ り ま す 。  

 

 業 績 に つ き ま し て は 、 ２ ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。  

 

 ま ず 、 資 産 の 部 は 、 流 動 資 産 に 預 金 384万 6, 4 8 3円 及 び

売 掛 金 ３ 万 ３ 千 円 の 合 計 387万 9, 4 8 3円 と な り ま す 。 負 債

及 び 資 本 の 部 に つ い て は 、 流 動 負 債 に 未 払 費 用 ８ 万 円 、

未 払 法 人 税 等 ７ 万 １ 千 円 及 び 預 り 金 ７ 万 ２ 千 円 、 資 本 金

に 300万 円 、 剰 余 金 に 前 期 繰 越 利 益 66万 9,3 1 9円 、 当 期 純

利 益 マ イ ナ ス １ 万 2,8 3 6円 の 合 計 387万 9, 4 8 3円 で あ り ま す 。  

 

 次 に 、 ３ ペ ー ジ の 損 益 計 算 書 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま

す 。  

 

 営 業 損 益 の 部 の 売 上 高 は 、 旅 館 等 に 給 湯 し て い る 湯 料

で 186万 6, 8 0 0円 で あ り 、 こ れ か ら 売 上 原 価 156万 5, 4 9 0円

及 び 一 般 管 理 費 24万 3,1 9 3円 を 差 し 引 い た 営 業 損 益 は 、 ５

万 8,1 1 7円 の 黒 字 に な り ま す 。  

 こ の 営 業 損 益 に 営 業 外 損 益 を 加 え た 経 常 利 益 は ５ 万

8,1 6 4円 と な り 、 こ れ か ら 法 人 税 及 び 住 民 税 等 ７ 万 １ 千 円

を 差 し 引 い た 当 期 利 益 は 、 マ イ ナ ス １ 万 2,8 3 6円 と な り 、

前 期 繰 越 損 益 を 加 え た 当 期 未 処 分 利 益 は 、 65万 6,4 8 3円 で

あ り ま す 。  

 

次 に 、 ４ ペ ー ジ の 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に つ い て 説 明

申 し 上 げ ま す 。  
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 資 本 金 は 、 伊 佐 市 と 住 友 金 属 鉱 山 株 式 会 社 が 30株 ず つ

の 計 60株 保 有 し て お り ま す 。 一 株 ５ 万 円 で あ り ま す 。  

 

 繰 越 利 益 剰 余 金 の 当 期 末 残 高 は 65万 6, 4 8 3円 、 株 主 資 本

合 計 及 び 純 資 産 の 当 期 末 残 高 は 、 365万 6, 4 8 3円 と な り ま

す 。  

 

 次 に 、 第 30期 事 業 計 画 書 の １ ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。  

 

 第 30期 事 業 計 画 書 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 売 上 高 は 173万 ９ 千 円 を 見 込 ん で お り ま す 。  

 

 原 価 計 は 144万 ２ 千 円 、 一 般 管 理 費 は 30万 ４ 千 円 、 営 業

利 益 は マ イ ナ ス ７ 千 円 と な り 、 こ れ に 法 人 税 及 び 住 民 税

等 ７ 万 １ 千 円 を 差 し 引 い た 当 期 利 益 は マ イ ナ ス ７ 万 ８ 千

円 を 見 込 ん で お り ま す 。  

 

 今 後 も 厳 し い 経 営 が 予 想 さ れ ま す が 、 引 き 続 き 経 費 の

一 層 の 節 減 を 図 る よ う 努 め て ま い り ま す 。  

 

 以 上 で 報 告 ３ 件 の 説 明 を 終 わ り ま す 。  

 

 

――― 降  壇  ――― 
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 議 案 第 37号 か ら 議 案 第 41号 ま で 並 び に 諮 問 第 １ 号 に つ

い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 ま ず 、 議 案 第 37号 「 令 和 ６ 年 度 伊 佐 市 一 般 会 計 補 正 予

算 （ 第 ２ 号 ）」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

今 回 の 補 正 は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 に 要

す る 経 費 な ど に つ い て 所 要 の 措 置 を 講 じ た も の で あ り ま

す 。  

 

 補 正 の 主 な 内 容 に つ い て 歳 出 か ら 順 次 説 明 い た し ま す 。  

 

 議 会 費 に つ き ま し て は 、 議 会 だ よ り の 表 紙 デ ザ イ ン 作

成 経 費 に つ い て 、 総 務 費 に つ き ま し て は 、 新 庁 舎 建 設 に

伴 う ネ ッ ト ワ ー ク 設 計 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置

し て お り ま す 。  

 

衛 生 費 に つ き ま し て は 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン

接 種 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し た ほ か 、 布 計 鉱

山 鉱 害 防 止 事 業 の 計 画 変 更 に 伴 う 減 額 の 措 置 を 講 じ て お

り ま す 。  

 

農 林 水 産 業 費 に つ き ま し て は 、 経 営 改 善 の 取 組 に 必 要

な 農 業 用 機 械 等 購 入 費 用 の 補 助 に 要 す る 経 費 及 び 農 業 水

路 等 の 長 寿 命 化 に 係 る 改 修 経 費 に つ い て 追 加 の 措 置 を 講

じ て お り ま す 。  

 

 消 防 費 に つ き ま し て は 、 防 災 行 政 無 線 基 地 局 の 修 繕 に

要 す る 経 費 に つ い て 、 教 育 費 に つ き ま し て は 、 市 民 ス ポ

ー ツ 大 会 等 の 開 催 に 要 す る 経 費 に つ い て 新 た に 措 置 し て

お り ま す 。  
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以 上 、 歳 出 に つ い て 説 明 い た し ま し た が 、 こ れ ら の 財

源 に つ き ま し て は 、 分 担 金 及 び 負 担 金 、 財 産 収 入 、 繰 入

金 、 市 債 を も っ て 充 当 し 、 国 庫 支 出 金 及 び 県 支 出 金 に 減

額 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 こ の 結 果 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

１ 億 1,1 3 8万 １ 千 円 を 減 額 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入

歳 出 そ れ ぞ れ 197億 5, 5 5 4万 ２ 千 円 と す る も の で あ り ま す 。  

 

 こ の ほ か 、 地 方 債 で は 、 公 共 事 業 等 に つ い て 限 度 額 変

更 の 措 置 を 講 じ て お り ま す 。  

 

 

次 に 、 議 案 第 38号 「 工 事 請 負 契 約 の 締 結 」 に つ い て 説 明

申 し 上 げ ま す 。  

 

 本 件 に つ き ま し て は 、 防 災 行 政 無 線 を 市 内 全 域 に 整 備

す る た め 「 伊 佐 市 280Ｍ Ｈ ｚ 帯 デ ジ タ ル 同 報 無 線 シ ス テ ム

整 備 工 事 」 の 指 名 競 争 入 札 を 実 施 し た 結 果 、 入 札 価 格 ３

億 5,7 0 0万 円 に 消 費 税 を 加 算 し た 価 格 、 ３ 億 9,2 7 0万 円 で

「 鹿 児 島 市 鴨 池 新 町 １ 番 １ 号  株 式 会 社 九 電 工 鹿 児 島 支

店 」 が 落 札 し 、 ５ 月 15日 に 建 設 工 事 請 負 仮 契 約 を 締 結 し

ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 96条 第 １ 項 第 ５ 号 及 び 伊 佐 市

議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又 は 処 分 に 関

す る 条 例 第 ２ 条 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め る も の

で あ り ま す 。  

 

 工 事 の 概 要 に つ き ま し て は 、 災 害 時 等 に お け る 避 難 指

示 な ど の 防 災 情 報 を 迅 速 か つ 的 確 に 伝 達 す る た め 、 デ ジ

タ ル 同 報 無 線 シ ス テ ム と し て 、 主 配 信 局 、 副 配 信 局 、 送

信 局 及 び 屋 外 拡 声 子 局 を 整 備 す る も の で あ り ま す 。  
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 次 に 、 議 案 第 3 9号 か ら 議 案 第 4 1号 ま で の 「 財 産 の 取

得 」 に つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

 議 案 第 3 9号 に つ き ま し て は 、 2 8 0Ｍ Ｈ ｚ 帯 デ ジ タ ル 同

報 無 線 シ ス テ ム か ら の 情 報 を 受 信 す る 戸 別 受 信 機 を 市

内 全 世 帯 及 び 事 業 所 に 配 布 す る た め 、 当 該 戸 別 受 信 機

を 購 入 す る 仮 契 約 を 東 京 テ レ メ ッ セ ー ジ 株 式 会 社 と 、

議 案 第 4 0号 に つ き ま し て は 、 初 年 度 登 録 か ら 21年 を 経 過

し た 第 14分 団 の 消 防 ポ ン プ 自 動 車 の 更 新 に 係 る 仮 契 約 を

株 式 会 社 Ｋ Ｓ Ｂ と 、 議 案 第 41号 に つ き ま し て は 、 初 年 度

登 録 か ら 26年 を 経 過 し た 第 ３ 分 団 篠 原 班 の 小 型 動 力 ポ ン

プ 積 載 車 及 び 初 年 度 登 録 か ら 25年 を 経 過 し た 第 ４ 分 団 牛

尾 班 の 小 型 動 力 ポ ン プ 積 載 車 の 更 新 に 係 る 仮 契 約 を 株 式

会 社 ナ カ ム ラ 消 防 化 学 鹿 児 島 営 業 所 と 、 そ れ ぞ れ ５ 月 1 3

日 に 締 結 し ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 96条 第 １ 項 第 ８ 号

及 び 伊 佐 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 及 び 財 産 の 取 得 又

は 処 分 に 関 す る 条 例 第 ３ 条 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を

求 め る も の で あ り ま す 。  
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 次 に 、 諮 問 第 １ 号 「 人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦 」 に

つ い て 説 明 申 し 上 げ ま す 。  

 

本 件 に つ き ま し て は 、 現 在 、 人 権 擁 護 委 員 で あ り ま

す 上 薗 信 行 氏 が 本 年 ９ 月 3 0 日 を も っ て 任 期 満 了 に な る

こ と か ら 、 引 き 続 き 候 補 者 と し て 推 薦 す る た め 、 人 権

擁 護 委 員 法 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 意 見 を

求 め る も の で あ り ま す 。  

 

 上 薗 氏 は 令 和 ３ 年 か ら 人 権 擁 護 委 員 を 務 め て お ら れ 、

人 格 及 び 識 見 に 優 れ 、 人 権 擁 護 に つ い て 理 解 の 深 い 方

で す の で 、 こ こ に 推 薦 す る も の で あ り ま す 。  

 

 以 上 、 議 案 ５ 件 、 諮 問 １ 件 に つ い て の 説 明 を 終 わ り ま

す 。 よ ろ し く ご 審 議 賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す 。  

 

――― 降  壇  ――― 


